
1 遊具の設置等に関するご意見

意見の概要 本市の考え方

1 ・西階公園と同じ規模の遊具は良いと思う。

　当公園の遊具の設置等については、西階公園と同程度の予算規模と
して整備を行っていきますが、当公園と西階公園とでは設置スペース
等の現場条件が異なっております。今回、事業実施希望企業からの提
案により選定することとなりますので、その条件の中で市民の皆さん
に親しまれる遊具整備を行っていきたいと考えております。

2 ・幅広い年齢の子供たちが遊ぶことができる公園ができれば最高。

3

・小学生が遊べるような遊具ももちろんだが、３歳未満の子供たち
　も遊ぶことのできるような遊具を数点設置してほしい（幼児でも
　安全に座って遊ぶことのできるブランコ、小さめの滑り台やシー
　ソー等）。
　予定のスペースに収まらない場合は、北西の三角スペースに加えて
ほしい。

4

・『恐竜の滑り台』を提案します。
　（恐竜の形をしていて、尻尾が滑り台になっている。側面は片方
　　がボルダリング、その反対側面は網網の遊具になっているも
　　の。）

5
・幅広い年齢層の利用を考えると、シックな県産材を使用したアス
　レチックのようなものが適している。

6

・ビニールトンネル遊具方式で、迷路を作り迷路に沿ったトンネル
　から出てきたところに⑴ブランコ　⑵滑り台　⑶鉄棒　⑷のぼり
　棒　⑸平均台広場を設置し、それぞれ休憩できるスペースを作る。
・トンネルの大きさ及び長さは子供主体として構成し、ゴール地点
　ではドッジボールや昼食等憩いの広場にする。

7
・門川温泉心の杜に隣接する「ふれあい広場」程度の遊具の設置を
　希望します（一括設置が困難な場合、複数年での実現を具体化し
　て欲しい）。

　ご意見をいただいた門川の遊具の規模になりますと計画しているス
ペース内での設置が困難となりますが、各事業者へご意見を伝えたう
えで現在の予算及び設置スペースの中で各企業に提案いただき選定委
員会の場でより良い遊具を選定したいと考えております。

川島ふれあい健康公園(仮称)の遊具の設置等に関する意見及び本市の考え方

　当公園の児童・幼児用の複合遊具については、対象年齢を基本的な
考えとしては、3歳から12歳と幅広い年齢層のお子様にご利用頂ける
遊具を設置し、その上で可能な範囲で3歳未満向けの単体遊具が可能
か検討したいと考えております。
　なお、現在計画しております遊具スペース横の三角スペースについ
ては、健康遊具の設置スペースとして計画しています。
　遊具の設置等については、複数の事業実施希望企業から提案を受
け、選定委員会で事業実施企業を選定するプロポーザル方式で整備を
行います。3歳未満の単体遊具について頂いたご意見を提案する企業
と選定委員会にお伝えし、限られたスペースの中で各企業に提案いた
だき、選定委員会の場でより良い遊具を選定したいと考えておりま
す。

　当公園の遊具の設置等についての整備は、複数の事業実施希望企業
から提案をしてもらい、その内容を第3者も含めた選定委員会で審査
した上で選定することとしております。
　各事業者へ提案時の参考としていただくために、今回いただいたご
意見を伝えたいと思います。
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川島ふれあい健康公園(仮称)の遊具の設置等に関する意見及び本市の考え方

2 公園全体に関するご意見

意見の概要 本市の考え方

1
・３８８号線との境界の樹木が生い茂り、このエリアが公園である
　ことの認識がされない。（子供たちの公園の安全性の確保は、誰
　でも見られるように公園の樹木は剪定されている。）

2 ・敷地内にある既存の桜をできるだけ残し、活かしてほしい。

3

・３８８号線からの入り口がないので、入り口が県道側であること
　がわかりにくい。子供だけで遊びに行くには、国道・県道に挟ま
　れた場所なので、しかも、県道側の入り口では遠回り。３８８号
　線側に人が出入りできる場所を作ってほしい（横断歩道も）。

　当公園の入り口については、川島町地区の6つの区の方々とも協議
を重ねて参りましたが、道路通行上の安全確保の観点から、既存の信
号機付交差点を利用し公園へ入場して頂きたいと考えております。国
道388号線沿線にお住いの皆様には少々遠回りをしていただくことに
なりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
　なお、入口をわかりやすく表示することについては検討いたしま
す。

・本敷地は、そもそもの立地が集客力の高いポテンシャルを秘めて
　おり、本敷地を拠点とした周辺域の観光スポットを活性化するこ
　とができる。

・那智の滝を上流域に持つ川が流れ、北川の広大な下流域に接して
　いることから、親水公園としての条件を備えており、水遊びがで
　きる「場所」として整備しては。

5
・多目的広場は、キッチンカーのような乗用車が進入しても耐えら
　れる強度のタイル張りとし、水はけのよいものとしてほしい。

　多目的広場につきましては、土のグラウンドとして整備を行ってお
り、利用の形態としても原則、車両の乗り入れ等は出来ないこととし
ています。車両等の乗入が可能な施設としては、アスファルト舗装を
行う、駐車場や多目的駐車場があります。なお、キッチンカーを利用
した物品の販売について、可能であるかまずは関係法令を調べたいと
思います。
　供用開始後の利用方法については、事前に清掃工場へご相談いただ
きます様お願いします。

6 ・地面は全て芝生張りにする。
　当公園内には、芝生張にした広場も整備しております。他にもグラ
ウンドや植栽広場といった3つの大きな広場を有する公園となります
ので、目的に合った公園施設をご利用頂ければと考えております。

　当公園につきましては、最終処分場として埋立を行って来た土地を
造成し整備をしております。そのため、埋立場跡地の形質の変更等に
ついて、関係法令に基づき県から多くの条件が課されており、地形を
利用した親水公園としての整備は困難な場所となっております。しか
し、ご意見を頂いた通り周辺には豊かな水資源が多数ございますの
で、当公園の利用と併せまして周辺地域の観光も楽しんで頂くよう工
夫していきたいと考えております。

4

　当公園周辺には最終処分場として運用していた時代から植栽されて
いた樹木が植生しております。これらの樹木の管理、剪定について、
公園の管理と併せて行ってまいります。また、新たに整備される植栽
広場と併せて公園周辺の樹木についても楽しんで頂きたいと考えてい
ます。頂いたご意見も踏まえながら、必要な取組を行ってまいりま
す。
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川島ふれあい健康公園(仮称)の遊具の設置等に関する意見及び本市の考え方

3 その他のご意見

意見の概要 本市の考え方

1
・延岡には若者が思いっきり遊べる空間が必要（3オン3バスケット
　コート、スケボーパーク、フットサル場等若者がワクワクドキド
　キするような施設）。

2 ・パターゴルフ場の設置は如何でしょうか。

3
・若者向けの相談窓口を設置し、さまざまなコミュニティが生まれ
　るような場とできないものか。

4
・原則２４時間開放としてほしい。数少ないアフターの定番デート
　スポットを増やす。

　当公園につきましては、令和3年度中の供用開始を目指しておりま
すが、並行して最終処分場施設の廃止手続きを行っている施設となり
ます。最終処分場施設としては、夜間の施錠を行う必要があることに
加え、川島地区6つの区の方々と夜間の開放について協議を行って来
た結果、治安の確保を考慮し公園への車両等の出入りについては時間
の制限を設ける計画としていますので、ご理解くださいますよお願い
します。

5
・北川に観光用の桟橋を設けて観光スポットにするのも良いかもし
　れない。

北川は国及び県が管理している河川であり、水害対策等の観点も含め
河川管理者の見解を照会する必要がありますが、周辺地域も含め観光
振興上何かできないか関係機関といっしょに考えていきます。

　当公園につきましては、まずは競技や利用形態を定めずに多目的に
利用していただく事を目指して整備を行っております。公園の敷地内
での利用方法等についてアイディアやご希望がございましたら、清掃
工場の事務所にご相談頂きます様よろしくお願いします。
　なお、若者が楽しめるための空間整備については別途検討したいと
考えております。
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